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令和５年第５回恵那市教育委員会会議録 

開催日時  令和５年４月２７日（木） 午後１時３０分～ 

 

開催場所  恵那市役所 西庁舎 ４Ａ会議室 

 

出席委員  教 育 長         岡 田 庄 二 

教育長職務代理者      村 松 訓 子 

委   員         後 藤 伸 子 

      委   員         樋 田 千 史 

      委   員         西 尾 修 欣 

       

説明のため出席した教育委員会事務局職員等 

      副教育長          工 藤 博 也 

      事務局長          鈴 村 幸 宣 

      事務局次長兼教育総務課長  佐々木 和 美 

      事務局次長兼学校教育課長  丸 山 頼 彦 

      教育総務課総務係担当係長  原   久 晃 

 

 

日程第１  会議録署名者の決定 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議録の承認 

日程第４  教育長の報告 

日程第５  議事 

 

議 事 案  件  名 結 果

議第13号 恵那市恵那南地区統合中学校準備委員会設置要綱の制定について 承 認

議第14号 恵那市選奨生選考会規程の一部改正について 承 認

議第15号 恵那市社会教育委員の委嘱について 承 認

議第16号 恵那市公民館運営審議会委員の委嘱について 承 認

議第17号 令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置について 承 認

議第18号 令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会委員の選出について 承 認

 

開 会（午後１時３０分） 

教育長  令和５年第５回恵那市教育委員会定例会を始めさせていただきます。 

 

１ 会議録署名者の決定 

教育長  日程第１、会議録署名者の決定です。田委員と西尾委員を指名いたします。 
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２ 会期の決定 

教育長  日程第２、会期の決定。令和５年４月２７日、１日間です。 

 

３ 会議録の承認 

教育長  日程第３、会議録の承認。 

 

４ 教育長の報告 

教育長  続いて、日程第４、教育長の報告に移ります。 

     最初に４月３日の教職員受入式について、ご出席いただきありがとうございま

した。 

     ５日にはＩＣＴ教育らぼの開所式ということで、教育委員会としましても、ＩＣ

Ｔをこれからもっと前へ進めていきたいということでらぼを開所しました。そ

の中で今、県ではベストミックスという言葉がキーワードになっています。ベス

トミックスというのは、使うべき時に使いましょうということです。ＩＣＴを使

っていればよいということではなくて、ベストミックスも考えて、授業を作って

いこうということです。 

     11日には、都市・町村教育長会合同研修会が岐阜市でありました。その際に、都

市教育長会の会長さんが、今年はコロナも完全ではないですけど、あけてきたの

で、本当に必要なものは何かを考える年だということを言われました。 

     また、チャットＧＰＴのことを話題にされました。今、国単位で、これをどうす

るかという話題になっています。このチャットＧＰＴそのものかどうかは別に

しまして、新しい技術に対応していかなければならない時代になってきたので、

学校もそういう面で、考えていくとよいと。全部排除ではなくて、付き合ってい

くと言いますか、それを利用していくことも考えながら行うとよいということ

をお話されました。 

県教育委員会の堀教育長さんは、働き方改革の大切なところは、 教員が自信を

持って、笑顔で子供の前に立つことができるようにすることではないかと言わ

れました。 

12日、13日、14日と校長会、教頭会、園長会がありました。4月の最初でしたの

で、基本的にはそれぞれのお立場の役割についてお話をしました。それから、人

材育成が大切だから、それぞれに気を付けて、学校運営をしていただきたいとい

う話をしました。  

15日は、飯地で第30回の五毛座歌舞伎公演があり、行ってきました。「白浪五人

男、稲瀬川勢揃いの場」を笠周地区の小中学生が、やり切りました。以前は、地

域の大人がやっていたものを、子どもがよいのではないかというような話で、や

ってくださいました。短い時間だったと思いますが、よく練習がされていて、伝

統を引き継いでいく子どもたちが育てられているなということを感じました。 

16日は恵那峡ハーフマラソンがクリスタルパークでありました。1,572人の参加

者の申し込みがありました。コロナが収まってきて、いろいろな行事が以前のよ

うに戻ってきているということを感じました。校長会、教頭会でも話しましたが、
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これから学校にも地域の行事を復活したいということが求められてくる。その

中で、これまで3年間ほとんど行事がなかったことで、経験していない教員が増

えています。行事を行うことを負担に感じたり、そんなこと行うのですか。とい

う風にならないように、全てやれるかどうかは別ですが、丁寧に話をして、地域

と協力してやっていけるようにという話を校長会、教頭会でしました。また、こ

の日は駐日ポーランド共和国大使もお見えになって、ハーフマラソンの部を走

られました。 

17日には、実践女子学園を訪問してきました。例年行っていますが、今年は下田

歌子賞の打ち合わせを含めて行ってきました。今年度は下田歌子賞の表彰式を

実践女子学園で行うことに決定しました。今回、下田歌子の研究所が10年の記念

の年ということと、大河で源氏物語が行われますので、そういう記念の時でもあ

るので、実践女子学園で行ってみてはどうですかとご提案をさせていただいて、

やりましょう。ということで進んでいますのでご承知おきください。 

18日には激励訪問と言いまして、恵那市から他市へ出てくださっている教頭、校

長の様子を伺いに行ってきました。中津川市の福岡中学校に小島教頭、恵那西中

学校の主幹からですが、きびきびと動いているし、校長先生からも本当によく動

いてくださるので、ありがたいということでした。それから、中津川市立阿木中

学校に中野方小学校の細江教頭が校長で赴任をしましたので、行ってきました。

偶然ですが、恵那北中学校の教頭先生が阿木中学校に異動したということで、同

じ恵那市の笠周地区にいたので、お互いに顔も知っていることもあり、それだけ

でも心強いと言っていました。知らない学校へ行って力をまだまだ発揮できな

いけれども、地域との繋がりは大事にしながらやっています。ということで、2

人ともお元気でしたので、ちょっと安心をしました。 

それから20日21日と東海北陸都市教育長協議会定期総会に富山県射水市へ行っ

てきました。分科会、情報交換会などいろいろとありますが、学校統合の分科会

に参加しました。どの県も 大なり小なりですけど、適正規模のことについては、

考えなければならないということになっています。その中で小学校を統合して

いるところ、中学校を統合しているところ、立地条件もあったかもしれませんが

統合ではなくて、義務教育学校にしているところ。市単位でそれぞれの状況に合

わせて、取り組んでみえると思いました。悩みも一緒です。小さくなってくると、

人間関係が固定化されてしまう中で、どうしていったらよいのかということと

か、通学時間のことも話題になっていました。それから、校舎をどうするのか。

どこに建てるのだとか、地域の方たちの思いのこととか色々ありました。翌日、

21日は施設見学ということで、いろいろな施設を見させてもらいました。１つビ

ックリしたのは、人工芝のサッカーグラウンドが２面ある施設があって、これは

凄かったです。稼働率も高いということでした。室内のフットサルはほとんど毎

日使っているということでした。 

25日には、恵那市の初任者研修会がありました。今年は初任者13名です。教諭が

11名、栄養教諭が1名、養護教諭が1名でした。レポートを見させてもらいますと、

願いが叶って嬉しい、子どもの前に立てて、嬉しいという思いがありました。ま
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た、質問に答える時間も少しとりましたが、不安と一緒に毎日を過ごしている人

が多いなと思いました。私からは周りの先生と比べるのではなく、まず、自分の

中でこれだけ成長したなとか、自分を見るようにした方がよいという話をしま

した。 

コロナについては、全くないわけではありませんが、数件出ている状況でござい

ます。 

年度がかわって、子どもたちの様子を見ていると、どの子も今年は頑張るという

思いでスタートしているようで、どこの学校もよいスタートを切ったと聞いて

おります。 

教育長の報告を終わります。 

 

５ 議事 

教育長  続いて、日程第５、議事 議案審議へ移ります 

     議案審議について、一つお諮りしたいことがあります。議案第18号、令和５年度

教科用図書東濃採択地区協議会委員の選出についてです。この議案につきまし

ては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項のただし書きに該

当します。委員を公開してしまうことで、協議会は、図書の公正な採択環境を確

保できない恐れがあるということ。それから、委員の公表については、事務局を

通して9月1日以降に公表するとなっておりますので、非公開とすることが適当

ではないかと思います。議案第18号については、非公開とすることについて、審

議をお願いします。このことについてご異議はありますか。 

各委員  異議なし。 

教育長  異議がありませんので、議案第18号につきましては、非公開としますので、よろ

しくお願いします。 

     では、議案に入っていきます。議案第１３号、恵那市恵那南地区統合中学校準備

委員会設置要綱の制定について、事務局から説明をお願いします。 

事務局次長兼教育総務課長 

     議案第１３号、恵那市恵那南地区統合中学校準備委員会設置要綱の制定につい

て提案説明。 

教育長  ただいまの提案説明について、ご質疑はありますか。 

西尾委員 目途として、予定スケジュールはいつ頃になりますか。 

事務局次長兼教育総務課長 

     今のところ、本日、この要項を通していただくことができましたら、各学校、地

域に委員の選出をお願いいたします。ゴールデンウイーク明けまでに委員の選

出をお願いいたしまして、第1回目を5月末に予定をしております。 

田委員 5月末ですか。 

事務局次長兼教育総務課長 

     5月31日を予定しておりますが、まだ確定していませんので5月末にしておりま

す。 

西尾委員 任期が終わるまでという表現ですが、年度をまたぐということもあり得ます。委
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員に選出された方が、その点は十分に承知をしてもらいお願いをしていただき

たいと思います。役を背負って参加される方もあろうかと思います。当然、役が

変わるということもありますので、その辺りを誤解のないように、会議の冒頭に

しっかりと説明をしてあげてください。 

村松委員 各ＰＴＡの代表は自動的に保護者会長さんが委員になりますか。 

事務局次長兼教育総務課長 

いいえ、そういう指定はしておりません。ＰＴＡの中で選んでくださいというお

願いをしております。 

村松委員 必ずしも会長さんではなくってよいということですね。 

事務局次長兼教育総務課長 

     はい、そうです。 

教育長  地域説明会や保護者説明会でもご質問がありました。組織も学校によって違い

ますし、人数も違います。それぞれの地域の実情に合わせて、学校のＰＴＡを代

表して、来ていただけるようにお願いをしたところです。 

後藤委員 この委員会が発足されて、会議内容をどこかで拝見できますか。 

事務局次長兼教育総務課長 

     委員会の会議内容は、議事録を公開いたします。あと、お便りとして、その都度

決まったことなどは、恵那市全体にお知らせしていく予定ですので、よろしくお

願いいたします。 

田委員 今年度について、委員会は何回ぐらい開催しますか。 

事務局次長兼教育総務課長 

     専門部会では、細かいところまで決めないといけないので、今のところまだわか

りませんが、部会によって違います。例えば、学校名は早く決めないと、次に進

めないということがあります。そういった部会では、月に2回なり、3回なり開く

専門部会もあると思います。全体の委員会に関しましては、最終決定する場です

ので、年に2回から3回ぐらいになると思っています。1つ1つの決定に対して、準

備委員会の皆さん集めましょう。ということではなくて、必要に応じて委員会を

開いて、最終決定していく予定です。 

田委員 新しい校歌を作りますよね。 

事務局次長兼教育総務課長 

     はい。 

田委員 校歌を作ることは、早くできませんね。 

 委員会の中で、本当に早く進めていかないと、間に合わない場合があるので、な

んとかしないといけないと思います。 

事務局次長兼教育総務課長 

     スケジュールについて、事務局の中で検討しています。委員会の最初に提案させ

ていただきながら、委員の皆様で決めていただくように進めていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

教育長  回数につきましては、あまり委員の方の負担にならないようなことも考えなけ

ればいけないと思っています。先ほど、具体的に3回と申しましたが、事務局の
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方から、ある程度のたたき台を提案するなど、回数を減らす工夫もしながら、十

分話し合っていただけるように進めていきたいと思います。 

後藤委員 委員１００人以内というのがすごく多いと感じました。たくさんの方の意見を

お聞きするっていうことで、たくさんの方にお声がけをするのかなと思います

が、実質何人ぐらいですか。 

事務局次長兼教育総務課長 

まず、保護者の方は各５地域から、こども園、小学校、中学校から各専門部会に

1人ずつ出ていただきたいと思っていますので、そこで45名になります。さらに

各地域の代表として、地域自治区から1人ずつ。中学校の学校運営協議会の代表

からも1人ずつ出ていただくことになります。南地区統合中学校のことにつきま

しては、南地区のことだけではなく、恵那市全体とも捉えたいと考えております

ので、恵那市の団体、例えば、地域自治区会長会議、市ＰＴＡ連合会等から代表

を選出していただき、およそ70人になると考えております。  

西尾委員 事務局も大変だと思います。また、委員会に参加される委員の皆さんも一緒懸命

やってくださることだと思います。目標というか、目的がはっきりあります。そ

れに向かって大変だと思いますが、頑張っていただきたい。ということを委員の

皆さんに、教育委員会から、激励の言葉があったということを言ってもらうとよ

いと思います。 

事務局次長兼教育総務課長 

     ありがとうございます 

教育長  他に、ご質疑はよろしいですか。 

各委員  なし。 

教育長  では、ご質疑が終結したということで、採決を行います。議案第１３号について、

原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

各委員  異議なし。 

教育長  では、ご異議なしと認めます。議案第１３号、恵那市恵那南地区統合中学校準備

委員会設置要綱の制定について、原案のとおり承認することに決定しました。 

続いて、議案第１４号、恵那市選奨生選考会規程の一部改正について、説明をお

願いします。 

事務局次長兼教育総務課長 

     議案第１４号、恵那市選奨生選考会規程の一部改正について、提案説明。 

教育長  ただいまの提案説明について、ご質疑はありますか。 

田委員 上限人数はありますか。 

事務局次長兼教育総務課長 

     はい、５人程度となっています。もし多くの方が応募され審査が通れば、貸与し

ていきたいと考えています。 

田委員 これからずっと５人ぐらい募集しますか。 

事務局次長兼教育総務課長 

     はい、毎年５人くらい募集していきたいと思います。 

教育長  他に、ご質疑はよろしいですか。 
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各委員  なし。 

教育長  では、ご質疑が終結したということで、採決を行います。議案第１４号について、

原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

各委員  異議なし。 

教育長  では、ご異議なしと認めます。議案第１４号、恵那市選奨生選考会規程の一部改

正について、原案のとおり承認することに決定しました。 

続いて、議案第１５号、恵那市社会教育委員の委嘱について、説明をお願いしま

す。 

事務局長 議案第１５号、恵那市社会教育委員の委嘱について、提案説明。 

教育長  ただいまの提案説明について、ご質疑はありますか。 

村松委員 社会教育委員の名簿を見せていただきました。旧恵南の方が1人もいません。委

員の選出は、地域に割り当てがあって選出するわけではないのですね。 

事務局長 はい。委嘱の基準としまして、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育

の向上に資する活動を行うもの、学識経験というところから、選出をしておりま

す 

村松委員 これから統合もあります。家庭教育や学校教育など、社会教育委員の方とも繋が

れるとよいと思います。恵那市代表の社会教育委員ということで、各コミュニテ

ィセンターと連携していると捉えてよいわけですね。 

事務局長 はい。 

西尾委員 委員の任期は、なぜ統一されていないのですか。 

事務局長 任期につきましては、基本的に2年になっておりますが、14人の方のうちの2人に

ついては、過去の経緯から任期が1年ずれており、今回任期満了ではないという

ことになっております。それから、12番の校長会を代表する委員の方につきまし

ては、人事異動の関係もございますので、1年の任期とさせていただいておりま

す。 

教育長  他に、ご質疑はよろしいですか。 

各委員  なし。 

教育長  では、ご質疑が終結したということで、採決を行います。議案第１５号について、

原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

各委員  異議なし。 

教育長  では、ご異議なしと認めます。議案第１５号、恵那市社会教育委員の委嘱につい

て、原案のとおり承認することに決定しました。 

続いて、議案第１６号、恵那市公民館運営審議会委員の委嘱について、説明をお

願いします。 

事務局長 議案第１６号、恵那市公民館運営審議会委員の委嘱について、提案説明。 

教育長  ただいまの提案説明について、ご質疑はありますか。 

各委員  なし。 

教育長  では、ないようですので、採決を行います。議案第１６号について、原案のとお

り承認することにご異議ありませんか。 

各委員  異議なし。 
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教育長  では、ご異議なしと認めます。議案第１６号、恵那市公民館運営審議会委員の委

嘱について、原案のとおり承認することに決定しました。 

続いて、議案第１７号、令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置につい

て、説明をお願いします。 

事務局次長兼学校教育課長 

 議案第１７号、令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置について、提案

説明。 

教育長  ただいまの提案説明について、ご質疑はありますか。 

西尾委員 設置に関してではないですが、小学校、中学校で採択のサイクルが違いますよね。 

事務局次長兼学校教育課長 

     はい。今回の採択は小学校だけでございます。令和6年度から使用するものにな

り、４ヶ年活用するものになります。中学校につきましては、令和６年度まで使

用するものになっていますので、来年度、採択を行う予定になっています。 

教育長  他に、ご質疑はよろしいですか。 

各委員  なし。 

教育長  では、採決を行います。議案第１７号について、原案のとおり承認することにご

異議ありませんか。 

各委員  異議なし。 

教育長  では、ご異議なしと認めます。議案第１７号、令和５年度教科用図書東濃採択地

区協議会の設置について、原案のとおり承認することに決定しました。 

続いて、議案第１８号につきましては、先ほど審議をしていただきましたように、

非公開としますので、関係者以外はご退席をお願いします。 

続いて、議案第１８号、令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会委員の選出に

ついて、説明をお願いします。 

事務局次長兼学校教育課長 

 議案第１８号、令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会委員の選出について、

提案説明。 

 

 【 人事案件につき非公開 】 

 

教育長  議案第１８号、令和５年度教科用図書東濃採択地区協議会委員の選出について、

原案のとおり承認することに決定しました。 

以上で全て終了しましたので、これにて、第５回恵那市教育委員会の定例会を閉

会いたします。ありがとうございました。 

 午後２時１９分閉会を宣言。 

令和５年４月２７日 

 

教育委員     田 千 史 

 

教育委員    西 尾 修 欣 


